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衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
治
療
薬
の
承
認
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
１
に
つ
い
て 

 
 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
又
は
同

条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
し
た
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
事
項
の

一
部
変
更
承
認
（
以
下
「
条
件
付
承
認
等
」
と
い
う
。
）
の
申
請
に
係
る
情
報
は
、
当
該
申
請
に
係
る
医
薬
品
を
開
発
し
て

い
る
企
業
の
商
業
上
の
秘
密
に
該
当
す
る
た
め
、
お
尋
ね
の
「
条
件
付
き
承
認
制
度
に
基
づ
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
治
療
薬
の
申
請
」
の
件
数
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 

一
の
２
及
び
３
に
つ
い
て 

 
 

現
時
点
に
お
い
て
、
条
件
付
承
認
等
を
受
け
た
医
薬
品
は
存
在
し
な
い
た
め
、
お
尋
ね
の
「
申
請
か
ら
承
認
ま
で
の
平
均

期
間
」
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、
「
当
該
調
査
等
に
よ
り
承
認
が
取
消
若
し
く
は
撤
回
さ
れ
た

例
」
は
な
い
。 

二
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
法
第
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
特
例
承
認
（
以
下
「
特
例
承
認
」

と
い
う
。
）
は
、
国
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
全
す
る
た
め
、
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が

あ
る
疾
病
の
ま
ん
延
等
の
防
止
の
た
め
緊
急
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
医
薬
品
で
あ
る
こ
と
、
当
該
医
薬
品
の
使
用
以

外
に
適
切
な
方
法
が
な
い
こ
と
並
び
に
我
が
国
と
同
等
の
水
準
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
制
度

を
有
す
る
外
国
で
販
売
等
が
認
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
で
あ
る
こ
と
と
い
う
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
医

薬
品
に
つ
い
て
、
一
定
の
条
件
を
付
し
た
上
で
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
迅
速
な
手
続
で
行
う
も
の
で
あ
り
、
政

府
と
し
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
医
薬
品
の
特
例
承
認
の
可
否
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
、
当
該
要
件

を
踏
ま
え
て
判
断
し
て
ま
い
り
た
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
薬
事
分
科
会
医
薬
品
第
二
部
会
の
議
事
録
に
つ
い
て
は
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
が
定
め
る

「
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
公
開
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
個
人
の
秘
密
、
企
業
の
知
的
財
産
等
が
開
示
さ
れ
特
定
の

者
に
不
当
な
利
益
又
は
不
利
益
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
を
除
き
、
公
開
す
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。 


